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議案第 73 号 

 

美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

 

美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 20 年美祢市教育委員会規則第

24 号）の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

令和 6年 12 月 26 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 南   順 子  

 

 

美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

（美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成20年美祢市教育委員会

規則第24号）の一部を次のように改正する。 

第4条第1項の表を次のように改める。 

図書館名 火曜日から金曜日まで 日曜日及び土曜日 

美祢図書館 午前9時から午後6時まで 午前9時から午後5時まで 

美東図書館 午前10時から午後6時まで 午前9時から午後5時まで 

秋芳図書館 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時まで 

第5条第2号中 「、静粛にし」を削り、同条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第

4号とする。 

第11条第2号中「本市」を「市内」に改める。 

第24条第2項を削る。 

第２条 美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第4条第1項の表中 

 「 

」を 

「 

」に 

秋芳図書館 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時まで 

秋芳図書館 午前10時から午後6時まで 午前9時から午後5時まで 



- 2 - 

改める。 

附 則 

この規則は、令和7年1月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年2月25日から

施行する。 


